
-1- 

周南市議会広報編集特別委員会記録 

 

日  時  平成１９年 ７月２７日（金曜日）午前 ９時３０分開議 

                      午前１１時１５分散会 

                      （会議時間９０分） 

 

休  憩  午前１０時３０分～午前１０時４５分 

 

場  所  第１会議室 

 

出席委員 

委 員 長  藤 井 直 子 議員 

副委員長  清 水 芳 将 議員 

委  員  岸 村 敬 士 議員 

委  員  坂 本 心 次 議員 

委  員  田 中 和 末 議員 

委  員  橋 本 誠 士 議員 

委  員  福 田 文 治 議員 

委  員  吉 平 龍 司 議員

 

事務局職員 書  記  青 木 和 裕 

 

会議に付した事件 

      市議会だより第１８号（８月１５日発行号）について 

       (1) 編集記事及び写真の最終校正 

        ・内容について検討・修正。色については別紙１５号と同様とする。（ＤＩＣ２７３） 

       (2) その他 

        ・担当制については、各委員会の正副委員長が広報委員となっており、人数も減った関係で、特には

担当制を設けない。ただし、編集後記及び特集等の案については、正副委員長に相談し検討する。 

        ・今後の校正等は、広報案をメールボックスに入れ、事前に目を通していただくこととした。 

        ・なお、今号の高松議員の一般質問の掲載方法に関しては、申し合わせ事情（１～２項目を掲載する

こと）に反しているが、委員の中にも構わないとする意見と認めるべきでないとの意見に分かれ、今

後については検討することとした。今号に関しては、時間的な問題があるため、本人に修正を依頼し

本人が修正しなければそのまま掲載することとした。その結果、本人に確認したところ、「十分考え

て書いた内容であり今から修正するのは困難。今回初めての議会で、一般質問の内容や時間配分等、

全くわからなかったのでこういう結果になってしまった。次回からは７項目も出すことはしないので、

今回はこのままでご了承願いたい。」とのことであり、委員長に報告の結果、このままで掲載するこ

ととした。 

 

 周南市議会委員会条例第６５条の規定により、ここに署名する。 

 

                  議会広報編集特別委員長    藤 井 直 子 

 


